
 

 

 

表彰規程 

 

［ 
制定 平成23年４月１日 ］ 最終改定 令和６年４月26日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人におい・かおり環境協会（以下、「本協会」という。）の設立

目的である生活環境の保全と良好なかおり環境の形成に、著しく貢献した個人、法人、団体・グ

ループを表彰する際の透明性、公平性を担保するための規則を定めるものである。 

 

（賞の種類） 

第２条 より一層の環境保全の進展に寄与することを目的として、本協会ににおい・かおり環境協

会賞を設ける。 

２ におい・かおり環境協会賞には、功労賞、学術賞、技術賞、奨励賞、文化賞及びグッドプラクテ

ィス賞（以下「各賞」という。）を設ける。 

３ 功労賞は、本協会の発展に貢献もしくはにおい・かおりに関する分野において特に優れた功績

を認められた個人に贈呈することとし、受賞対象者は50歳以上の者とする。 

４ 学術賞は、におい・かおりに関する一連の論文、著作等、学術的研究成果が特に優れた個人に贈

呈する。 

５ 技術賞は、におい・かおりに関する調査、分析又はにおい対策技術、かおり活用技術等に関して

顕著な貢献があったと認められた個人、法人、団体・グループに贈呈する。 

６ 奨励賞は、におい・かおりに関する研究業績が、独創的又は萌芽的であり将来性に富むと認め

られた個人に贈呈することとし、受賞対象者は40歳以下の者とする。 

７ 文化賞は、良好なにおい・かおり環境の創造や、かおり文化の普及などに顕著な貢献があった

と認められた個人、法人、団体・グループに贈呈する。 

８ グッドプラクティス賞は、臭気対策の優良事例やにおい・かおりによるまちづくり事例など、

具体的な実践例により社会貢献があったと認められた個人、法人、団体・グループに贈呈する。 

９ 第３項から第８項に定める各賞のほか、必要に応じて特別な表彰を行うことができるものとす

る。 

 

（表彰委員会の構成と任務） 

第３条 会長は、第２条による賞の候補者等の選定作業を行うため表彰委員会（以下、｢委員会｣と

いう。）を置く。 

２ 委員会委員長（以下、｢委員長｣という。）は、理事の中から会長が指名する。 

３ 委員会は、委員長の他、委員６人以内により構成する。 

４ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員長は、学識経験及び実務経験を有する者の中から委員を推薦し、会長が表彰委員会委員と

して委嘱する。 



 

 

 

６ 委員会は、第４条に規定する選考部会又は選考を依頼した委員会等から提案された各候補者に

ついて、提出された資料を検討し、受賞候補者を選定し、会長に報告する。 

 

（選考部会の構成・任期と任務） 

第４条 会長は、第２条の賞の選考作業を行うため第３条の委員会の下に各賞別の選考部会を置く

ことができる。 

２ 選考部会長には、表彰委員の中から、表彰委員長が推薦する者を当てる。 

３ 選考部会は、部会長の他、部会員６人以内をもって構成する。 

４ 選考部会委員は、第１条に則した学識経験及び実務経験を有する者の中から部会長が推薦し、

委員長の承認を得た後、会長が委嘱する。 

５ 選考部会は、概ね毎年12月末日までに提出された候補者推薦の資料を検討、選考し、受賞候補

者を表彰委員会に提案する。また、選考部会員から推薦された候補者についても同様に表彰委員

会に提案することができる。 

６ 選考部会委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

７ 会長は、選考部会の設置に代えて、既存の委員会等に受賞候補者の推薦を依頼することができ

る。 

８ 前項で依頼された委員会等は第5項の規定に準じて受賞候補者を表彰委員会に提案する。 

 

（特別表彰作業部会の構成と任期） 

第５条 会長は、第２条第９項に基づき特別表彰を行うために、第３条の委員会の下に作業部会を

置くことができる。 

２ 作業部会委員は、第一条に則した学識経験及び実務経験を有する者の中からの中から、会長が

委嘱する。 

３ 作業部会は、５人以内の委員をもって構成する。 

４ 作業部会長は、作業部会委員の中から会長が委嘱する。 

５ 作業部会委員の任期は、特別表彰が完了するまでとする。 

 

（各賞候補者の推薦） 

第６条 表彰委員会は、毎年本協会機関誌「におい･かおり環境学会誌」９月号及び「ホームページ」

に各賞候補者推薦の告知を掲載する。 

２ 各賞候補者推薦は、概ね毎年12月末日までに様式（１）～（６）により各賞選考部会に提出する

ことができる。 

 

（各賞受賞者の決定） 

第７条 会長は、表彰委員会から報告された候補者を理事会に報告し、理事会の了承を得た上で受

賞者を決定する。 

 

 



 

 

 

（表彰） 

第８条 各賞受賞者へは、賞状及び副賞を授与することし、会長が表彰する。 

２ 受賞者は本協会機関誌「におい・かおり環境学会誌」及び「ホームページ」に掲載発表する。 

 

（永年在籍表彰） 

第９条 長年協会の活動を支援してこられた方々に感謝の意を表するため、永年在籍表彰を行う。 

２ 永年在籍表彰は、通算30年以上在籍した個人会員または法人会員に贈呈する。ただし、本人が

辞退した場合等を除く。 

３ 表彰者へは、賞状及び記念品を授与することとし、表彰は会長が行う。 

４ 表彰者は、本協会機関誌「におい・かおり環境学会誌」及び「ホームページ」に掲載発表する。 

５ 個人会員の永年在籍表彰受賞者は、70歳になった年度の翌年度から会費の納入を免除する。 

 

（守秘義務） 

第 10 条 会長から受けた、事業の実施内容並びに実施体制の内容等の情報を理事及び監事は、第

三者に漏らしてはならない。 

 

（その他） 

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（改廃） 

第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則（平成23年１月12日 臨時理事会承認） 

この規程は、公益社団法人の設立の登記の日（平成23年４月１日）から施行する。 

 

附則（令和４年10月24日 第2回理事会承認） 

改定後の規程は、令和４年10月24日から施行する。 

 

附則（令和５年７月25日 第２回臨時理事会） 

改定後の規程は、令和５年７月25日から施行する。 

 

附則（令和６年４月26日 第１回通常理事会承認） 

改定後の規程は、令和６年４月26日から施行する。 

 


